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１ 第４次那覇市男女共同参画計画 策定経過 
 
那覇市男女共同参画会議 

 年月日 会議の種類 会議の内容 

平成 29年度 
平成 29年 11月 30日 

諮問 次期計画への提言について 

第１回会議 次期計画の基本構成案について 

平成 30年 ３月 16日 第２回会議 今後の計画策定スケジュールについて 

平成 30年度 
平成 30年 ４月 24日 第１回会議 現行計画の進捗状況について 

平成 31年 ２月 22日 第２回会議 次期計画素案審議 

令和元年度 

令和元年  ５月 ８日 第１回会議 次期計画素案審議 

     ６月 ３日 第２回会議 提言（答申）案審議 

     ６月 21日 第３回会議 提言（答申）案審議 

     ７月 ３日 第４回会議 提言（答申）案審議・承認 

     ７月 11日 答申 市長へ提言 

 

那覇市男女共同参画行政推進委員会・幹事会、庁議 

 年月日 会議の種類 会議の内容 

平成 30年度 

平成 30年 ４月 26日 第１回推進委員会 次期計画基本構成案について 

５月 ２日 第１回幹事会 次期計画基本構成案について 

10月 17日 第２回幹事会 各課の回答結果について 

平成 31年 １月 22日 第３回幹事会 次期計画事業・指標案について 

２月 ５日 第２回推進委員会 次期計画素案審議・承認 

令和元年度 

令和元年  ５月 ７日 第１回推進委員会 次期計画素案の見直しについて 

５月 23日 第１回幹事会 次期計画素案の修正案審議・承認 

５月 27日 第２回推進委員会 次期計画素案の修正案審議・承認 

８月 ８日 第２回幹事会 次期計画素案の修正案審議・承認 

８月 ９日 第３回推進委員会 次期計画素案の修正案審議・承認 

  11月 ８日 庁議 次期計画の策定について  

 

市民意見募集（パブリック・コメント） 

令和元年度 令和元年 7月 11日（木）～８月６日（火）実施     意見件数：60件（18人） 
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２ 第 14・15期 那覇市男女共同参画会議 委員名簿 

 

第 14・15期 

氏  名 所属等 

矢 野 恵 美（会  長） 琉球大学法科大学院 教授 

山 﨑   新（副会長） 一般社団法人 沖縄じんぶん考房 代表理事                                      

小 林 健 一（副会長） えるだ法律特許事務所 弁護士 

渡嘉敷 みどり 那覇市立病院 産婦人科総括科部長 

秋 吉 晴 子 しんぐるまざぁず・ふぉーらむ沖縄代表 

島 袋 隆 志 沖縄大学法経学部 准教授 

大 城 貴代子 那覇市女性ネットワーク会議（あけもどろ女性の会） 会長 

翁 長 孝 枝 那覇市女性ネットワーク会議（あけもどろ女性の会） 顧問 

仲   昌 代 那覇市女性の翼の会会長  那覇商工会議所女性会 副会長 

新 垣   誠 沖縄キリスト教学院大学 人文学部長 教授 

吉 川 麻衣子 沖縄大学 人文学部 准教授 

伊 禮   靖 那覇市ＰＴＡ連合会 会長 

名 嘉   泰 
公益財団法人 沖縄県労働者福祉基金協会  
那覇市パーソナルサポートセンター 統括責任者 

土 屋 由美子 子育て応援キャラバン隊なは はぐくみ 相談役 

新 城 ヒロ子 那覇市民生委員児童委員連合会 会長 

 

第 14期 

小橋川 邦 也 まちづくりサポートセンター 主宰 

田 端 一 正 沖縄県教育庁 那覇教育事務所 所長 
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８ 用語解説 
 (五十音順) 

１ アウティング 

本人の了解を得ずに、公にしていない性的指向(恋愛や性的欲求の対象となる性･

好きになる性)や性自認(自分が認識する性別･こころの性)を暴露すること。 

※セクシュアリティは、大切な個人情報。いつ・誰に話すかということは、本人だ

けが決められる。 

２ 一般事業主行動計画 

女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301 人以上の大企業は、(1)自社の

女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい

数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定･届出･周知･公表、(3)自社の女性の活

躍に関する情報の公表を行わなければならない(300 人以下の中小企業は努力義

務)。 

３ うないフェスティバル 

国連婦人の十年の最終年 1985（昭和 60）年に｢女たちからのメッセージ｣をテー

マに始まり、平和を基調に男女平等社会の実現やあらゆる立場の人々との共生を目

指し、自己表現やネットワークづくりの場として、2014 (平成 26)年の第 30 回まで

開催された。 

４ 
ＳＮＳ(ソーシャル･ネット 

ワーキング･サービス) 
 友人・知人等の社会的ネットワークをインターネット上で提供することを目的と

するコミュニティ型のサービスのこと。 

５ 

ＳＤＧｓ 

（持続可能な開発目標）

（Sustainable Development  

 Goals) 

2001（平成 13)年に策定されたミレニアム開発目標(ＭＤＧｓ)の後継として 2015 

(平成 27)年 9 月に国連で採択された、2016 (平成 28)年から 2030 (令和 12)年まで

の国際目標（持続可能な開発のための 2030 アジェンダ）。 

 ＭＤＧｓの残された課題（例：保健、教育）や新たに顕在化した課題（例：環境、

格差拡大）に対応するように、新たに、17 ゴール・169 ターゲットからなる持続可

能な開発目標（ＳＤＧｓ）が設けられており、ゴール５ではジェンダー平等の達成

と全ての女性及び女児のエンパワーメントが掲げられている。 

６ ＬＧＢＴ(ＬＧＢＴＱ) 

レズビアン（Ｌ）、ゲイ（Ｇ）、バイセクシュアル(Ｂ)、トランスジェンダー(Ｔ)

の略称。性的マイノリティの総称として用いられることもある。これに、ＬＧＢＴ

では区切れない性的マイノリティとしての「クエスチョニング（Ｑ）」を加えて、

「ＬＧＢＴＱ」と表記する場合もある。 

７ えるぼし認定 

女性活躍推進法に基づき、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組

の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定（えるぼし

認定）を受けることができ、認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マー

クを商品などに付することができる。 

８ エンパワーメント 

一人ひとりがその人らしく活動する中で、文化的、社会的、政治的、経済的状況

などを変えていく力を身につけることを意味する。特に、女性の場合、ジェンダー

意識により発揮することを妨げられていた潜在的能力を開発し、経済的のみなら

ず、政治的・社会的な意思決定の場における発言力等、様々な場面で自己決定でき

る力を持つことを意味する。 

９ クオータ制（割当制） 
積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の手法の一つであり、人種や性別な

どを基準に一定の人数や比率を割り当てる制度のこと。 

10 
固定的性別役割分担意識 
（固定的な性別役割分担意識） 

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにも

かかわらず、｢男は仕事・女は家庭｣、｢男性は主要な業務・女性は補助的業務｣等の

ように、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。 

11 
ジェンダー 
（社会的性別、Gender） 

人間には生まれついての生物学的性別(セックス/sex)がある。一方、社会通念や

慣習の中には、社会によって作り上げられた｢男性像｣、｢女性像｣があり、このよう

な男性、女性の別のことをさす。｢社会的･文化的に形成された性別｣は、それ自体

に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われている。 
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12 

ジェンダー開発指数 

（ＧＤＩ） 

ジェンダー不平等指数 

（ＧＩＩ） 

ジェンダー・ギャップ指数

（ＧＧＩ） 

ＧＤＩは国連開発計画(ＵＮＤＰ)が「人間開発報告書」において公表。人間開発

における男女格差を表すもので、男女別の人間開発指数（ＨＤＩ）の比率で示され

る。 

ＧＩＩは国家の人間開発の達成が男女の不平等によってどの程度妨げられてい

るかを明らかにするもの。妊産婦死亡率、国会議員の女性割合、中等教育以上の教

育を受けた人の割合（男女別）等。 

ＧＧＩは世界経済フォーラムが公表している指数。経済、教育、保健、政治の各

分野ごとに各使用データをウェイト付けして総合値を算出。その分野ごと総合値を

単純平均してジェンダー・ギャップ指数を算出。 

13 
女子差別撤廃条約 
（女子に対するあらゆる形態

の差別の撤廃に関する条約） 

1979（昭和 54）年に国連総会で我が国を含む 130か国の賛成によって採択され、

1981（昭和 56）年に発効。我が国は 1985（昭和 60）年に批准。女子に対するあら

ゆる差別を定義し、政治的及び公的活動、教育、雇用、保健、家族関係等あらゆる

分野での男女の平等を規定する。 

なお、同条約第１条において、「この条約の適用上、女子（婚姻をしているかい

ないかを問わない。）が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享

有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。」

と規定されている。 

14 
女性活躍推進法 
（女性の職業生活における 

活躍の推進に関する法律） 

 2015（平成27）年に成立。働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性

が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に

向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情

報の公表が事業主（国や地方公共団体、民間企業等※）に義務付けられた。 

※常時雇用する労働者が300人以下の民間企業等にあっては努力義務。10年間の時

限立法。 

15 
ストーカー規制法 
（ストーカー行為等の規制等

に関する法律） 

ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとと

もに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及

び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資するこ

とを目的とする法律。 

16 
政治分野における男女 
共同参画の推進に関する
法律 

2018（平成 30）年公布・施行。この法律は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙

において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本

原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の

候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定め

ている。 

17 

性的指向・性自認 

ＳＯＧＩ（ソジ）・ 

ＳＯＧＩハラスメント 

性的指向(Sexual Orientation)とは、恋愛や性的欲求の対象となる性(好きにな

る性)をいい、性自認(Gender Identity)は、自分が認識する性別(こころの性)をい

う。 

ＳＯＧＩ（性的指向・性自認の頭文字）は、性的指向・性自認のことをいい、「ど

んな性別を好きになるのか」、「自分自身をどういう性だと認識しているのか」とい

う「状態」を指すため、すべての人を表す。ＳＯＧＩハラスメントは、誰もがもつ

性に関するあらゆる差別的扱い等を指す。 

18 セクシュアリティ 
性は、からだの性、こころの性、好きになる性、表現する性の 4つの要素で考え

ることができ、この 4つが集まってできる性のあり方をいう。 

19 
セクシュアル・ハラスメ

ント（セクハラ） 

相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要な接触、性的関係の強要、

性的なうわさの流布、衆目にふれる場所へのわいせつな写真の掲示など、様々な態

様のものが含まれる。特に雇用の場においては、性的な言動への対応によって、労

働条件に不利益を受ける「対価型」と、就業環境が害される「環境型」がある。 

2007（平成 19）年から改正男女雇用機会均等法の施行により、職場におけるセク

ハラについて必要な措置を講ずることが事業主の義務となり、男性に対するセクハ

ラも法律の対象とすることとなった。 

20 ダイバーシティ 
「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮

し、共存できる社会のことをダイバーシティ社会という。 
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21 男女共同参画社会 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会のこと。 

22 

男女雇用機会均等法 
（雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保等

に関する法律） 

 募集・採用、配置・昇進等の雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差
別の禁止や婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等が定められてい
る。また、男女雇用機会均等法の指針の改正により、同性に対するものや、被害を
受けた者の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュ
アル・ハラスメントも、指針の対象となった。 

23 デートＤＶ 結婚していない恋人間における身体的、精神的、性的並びに経済的暴力のこと。 

24 トートーメー（位牌） 

沖縄では位牌のことを一般的には指すが、位牌にとどまらず祖先のことまで含め
た呼称である。トートーメーの継承と財産分与については男性を優先する考えが一
部にあり、日常生活の中に様々な形で慣習として女性に対し不平等な扱いがなされ
ている。 

25 
ドメスティック・バイオ 

レンス(ＤＶ) 

配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力のこと。
身体的暴力・精神的暴力・性的暴力など様々な形態の暴力が存在し、これらの暴力
は、単独で起きることもあるが、多くは何種類かの暴力が重なって起こっている。
また、ある行為が複数の形態に該当する場合もある。 

26 働き方改革 

 働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できる
ようにするための改革。 
働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の

実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講じる。 

27 
パタニティ・ハラスメン

ト（パタハラ） 
働く男性の育休取得や育児のための短時間勤務などを妨げる行為。 

28 
パワー・ハラスメント 
（パワハラ） 

職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超
えて、精神的・身体的苦痛を与える、又は職場環境を悪化させる行為。 

29 
ポジティブ･アクション
（積極的改善措置） 

様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要
な範囲内において男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供
するものであり、個々の状況に応じて実施していくものである。 

30 
マタニティ・ハラスメン
ト（マタハラ） 

働く女性が妊娠・出産に関連し、職場において受ける精神的・肉体的嫌がらせの
こと。 

31 面前ＤＶ 

子どもの目の前で配偶者や家族に対して暴力をふるうこと。児童虐待防止法
(2000 年成立)の 2004 年改正で、心理的虐待のひとつと認定した。 
直接的に暴力を受けなくても、ＤＶを見聞きして育つ子どもは心身に傷を負い、

成長後もフラッシュバックに苦しむなどＰＴＳＤを発症することが少なくない。 

32 

リプロダクティブ・ 

ヘルス／ライツ 
（性と生殖に関する健康と 

権利） 

「女性の性と生殖に関する健康と権利」のこと。人権と性の視点から妊娠、出産、
避妊などについて肉体的、精神的、社会的に男女の健康を保障し、女性の自己決定
権を尊重する考え方。1994（平成 6）年の国際人口開発会議（カイロ）において提
唱された。 

33 リベンジポルノ 

元交際相手の性的な写真等を嫌がらせ目的でインターネット上に公開すること
などをいう。このような行為の多くは、私事性的画像記録の提供等による被害の防
止に関する法律（平成 26 年法律第 126 号）による規制の対象となる。なお、同法
の規制対象は必ずしもこのような行為に限定されるものではない。 

34 ワーク・ライフ・バランス 

老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動
について、自ら希望するバランスで展開できる状態である。このことは、「仕事の
充実｣と「仕事以外の生活の充実」の好循環をもたらし、多様性に富んだ活力ある
社会を創出する基盤として極めて重要である。 
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９ 男女共同参画に関するこれまでのあゆみ 
～世界・国内・県内・那覇市の動き～ 

年 代 世界の動き 国内の動き 県内の動き 那覇市の動き 

1975 年 
昭和 50 年 

◆国際婦人年 
◆国際婦人年世界会議 

(メキシコシティ) 

「世界行動計画」採択 
◆第 30回国連総会､1976年～

85 年を「国連婦人の十年」

とすることを宣言 

◆総理府婦人問題担当業務 
開始 

◆婦人問題企画推進本部設置 

（本部長・内閣総理大臣、関 
係 10省庁） 

◆婦人問題企画推進会議設置 

◆沖縄県婦人連合会、県に対
し｢男女平等・婦人の地位向
上｣について要請 

 

1976 年 

昭和 51 年 

◆｢国連婦人の十年｣スタート 

◆日本初の女性国連公使誕生 
（緒方貞子) 
◆｢国連婦人の十年基金｣設立 

開発途上国の女性の自立を 
援助(1985年｢国連女性開 
発基金」ユニフェムに改称) 

◆教職員等育児休業法施行 

◆民法一部改正施行 
離婚復氏 → 婚氏続称 

（離婚後も婚姻時の姓の使 

用が可能に） 

◆労働商工部労政課を婦人行

政所管課と定め、担当の専
任職員を配置 

◆経済部労働福祉課に勤労婦

人担当(主査１人)を配置 

1977 年 
昭和 52 年 

  ◆｢婦人の十年国内行動計画｣
策定 

◆｢国内行動計画｣前期重点目

標決定 
◆国立婦人教育会館（現・国
立女性教育会館）開館 

◆第１回沖縄県婦人問題会議
開催 

◆沖縄県婦人関係行政推進会 

議設置 
◆沖縄県婦人問題懇話会設置 

  

1978 年 
昭和 53 年 

  ◆第１回婦人白書「婦人の現
状と施策」発表 

◆「国際婦人年行動計画を実
践する沖縄県婦人団体連絡

協議会」結成（婦団協） 

  

1979 年 
昭和 54 年 

◆第 34 回国連総会「女子に対
するあらゆる形態の差別の

撤廃に関する条約」(女子差
別撤廃条約）採択 

 ◆生活福祉部に青少年婦人課
を設置 

  

1980 年 
昭和 55 年 

◆「国連婦人の十年」中間年
世界会議（コペンハーゲン） 
「国連婦人の十年後半期行 

動プログラム」採択 

◆｢女子差別撤廃条約｣を
1985 年に批准するため、国
内法制諸条件の整備に努め

ることを決定 
◆｢国連婦人の十年｣中間世界
会議で「女子差別撤廃条約」

に署名 

◆｢トートーメー継承｣につい
ての論議沸きおこる 

◆｢国連婦人の十年｣記念、 

 第１回沖縄県国内研修を 
実施(埼玉・東京) 

  

1981 年 
昭和 56 年 

◆「女子差別撤廃条約」発効 ◆「国内行動計画後期重点目
標」策定 

◆民法、家事審判法一部改正 
配偶者の法定相続分 
３分の 1 → ２分の１へ 

◆国税庁が女性Ｇメン採用 
◆初の女性航空管制官誕生 

◆沖縄県議会、内閣総理大臣
に対し、「女子差別撤廃条

約」の早期批准に関する意
見書提出 

◆那覇市働く婦人の家を開設 

1982 年 
昭和 57 年 

  ◆母子福祉法一部改正 
（母子 → 母子及び寡婦） 
◆東京で女性税務署長誕生 

◆「パートバンク」発足 

    

1983 年 
昭和 58 年 

  ◆日本初の女性論説委員誕生 
(増田れい子・毎日新聞社) 

◆県知事､内閣総理大臣あて
｢女子差別撤廃条約｣の早期

批准について要望書提出 
◆沖縄県で共働き夫婦規制問
題起こる 

 

1984 年 
昭和 59 年 

  ◆池田内閣以来 22年ぶりの 
女性大臣誕生(石本茂環境 

庁長官) 
 

◆「婦人問題解決のための 
沖縄県行動計画」策定 
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年 代 世界の動き 国内の動き 県内の動き 那覇市の動き 

1985 年 

昭和 60 年 

◆｢国連婦人の十年｣最終年世

界会議･ＮＧＯフォーラム
(ナイロビ)開催 

◆｢西暦 2000 年にむけて女性

の地位向上のための将来戦
略(ナイロビ戦略)｣採択 

◆国籍法･戸籍法一部改正(父

系血統主義→父母両系血統
主義)施行 

◆｢女子差別撤廃条約｣批准 

◆生活保護基準額の男女差 
解消 

◆｢男女雇用機会均等法｣成立 

◆｢国民年金法｣の一部改正
公布 

◆「船員法」の一部改正公布 

◆国公立大初の女性学長誕生 

  ◆那覇市婦人問題行政連絡協

議会設置 
◆那覇市婦人問題会議設置 
◆第１回那覇市政を語る女性

のつどい開催 
◆第１回うないフェスティバ
ル開催 

1986 年 
昭和 61 年 

  ◆男女雇用機会均等法及び改
正労働基準法施行 

◆職業パイロット試験に女性
が合格 

◆女性ボイラー技師、女性ク

レーン運転手誕生 
◆婦人問題企画推進本部拡充 
（構成を全省庁に拡大） 

◆婦人問題有識者会議開催 
◆日本初の女性党首誕生 
（土井たか子） 

    

1987 年 
昭和 62 年 

  ◆婦人問題企画推進有識者会
議意見書提出 

◆「西暦 2000 年に向けての新
国内行動計画」策定 

  ◆那覇市婦人問題会議から答
申｢21 世紀に向けての那覇

市における女性行動計画の
策定｣について(女性行政担
当窓口として｢女性課｣設置

を提言） 

1988 年 
昭和 63 年 

  ◆海上保安庁に女性船長誕生 
◆女子差別撤廃条約実施状況 

第１回報告審議 
◆横浜女性フォーラム開館 
(女性センターブームに) 

◆バスガイド 35 歳定年訴訟 ◆｢那覇市女性行動計画｣策定 
◆経済部に女性室を設置 

（室長・主査・主事の計３人） 
◆那覇市婦人問題会議等、固 
 有名詞の“婦人”をすべて 

“女性”に変更 
◆那覇市の３大祭りの一つで 
ある｢じゅり馬まつり｣廃止 

1989 年 
平成元年 

  ◆学習指導要領が告示され、
家庭科は男女共修となる 

◆セクシュアル・ハラスメン
ト問題浮上 

  ◆女性室が経済部から総務部 
へ機構変え 

1990 年 

平成２年 

◆国連経済社会理事会「婦人

の地位向上のためのナイロ
ビ将来戦略に関する第１回
見直しと評価に伴う勧告 

及び結論」採択→指導的地 
位につく女性の割合を 95 
年までに 30％とする 

◆国連婦人の地位委員会拡大 
会期 

◆国連難民高等弁務官に 

緒方貞子就任 

◆東京地裁｢男女昇格差別｣ 

無効判決 

◆南西航空「スチュワーデス」 

ストライキ 

◆初の女性部長誕生 

（神山陽子） 
◆｢なは女性情報誌｣創刊 
◆｢なは女性史｣編さん事業

で、女性史編さん員採用(単
年度) 

1991 年 

平成３年 

  ◆「育児休業法」公布 
◆婦人問題企画推進有識者会
議意見書提出 

◆｢西暦 2000 年に向けての新
国内行動計画 (第１次改
定)｣決定→国の審議会の女
性の割合を 95 年までに
15％にする男女共同参画型
社会の実現を基本 

◆韓国人元従軍慰安婦、補償
求め提訴 

◆生涯出生児数が戦後最低に 
（1.57人） 

◆沖縄県教育委員会初の女性 

教育委員長誕生(赤嶺千壽) 
◆初の女性編集局長誕生   
(由井晶子・沖縄タイムス社) 

◆初の女性副知事誕生 
(尚弘子) 

◆「家族看護休暇」(１年以内)

導入 
◆女性室定数改正（室長・主
査２の計３人） 

◆｢市民女性学講座」開講 
◆市制 70 周年記念講演開催 
（講師・澤地久枝） 
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年 代 世界の動き 国内の動き 県内の動き 那覇市の動き 

1992年 

平成４年 

  ◆「育児休業法」施行 

◆婦人問題担当大臣設置 
◆介護休業等に関するガイド 
ラインを策定 

◆初のセクハラ訴訟(福岡地 
 裁)原告女性の訴えを認め 
 る 

◆知事公室に女性政策室を 

設置 

◆育児休業の条例制定 

◆教育委員会初の女性教育 
 委員長誕生(森田清子) 
◆｢那覇市女性行動計画｣推進 

プラン策定 
◆那覇女性史編集委員会発足 
◆なは女性史ワーキング 

 グループ設置 
◆男性職員２人が育児休業 
 取得 

1993年 
平成５年 

◆世界人権会議（ウィーン）
開催 

◆国連世界人権会議ＮＧＯで

「従軍慰安婦間題」論議 
◆女性に対する暴力撤廃宣言 

◆中学校家庭科の男女共修 
開始 

◆初の女性衆議院議長誕生 

（土井たか子） 
◆全国フェミニスト議員連盟
「自治体男女平等度コンテ

スト」実施 
◆「短時間労働者の雇用管理
の改善等に関する法律」 

(パートタイム労働法）施行 

◆「沖縄県行動計画～ＤＥＩ
ＧＯプラン 21～」策定 

◆「ＤＥＩＧＯプラン 21推進

月間」を設置（７月） 
◆財団法人おきなわ女性財団 
設立 

◆沖縄県女性模擬県議会開催 

◆人材リスト登録着手 
◆女性総合センター建設に 
 向けて調査 

◆那覇市女性国内研修「日本 
  女性会議」及び｢女性学･ 
 ジェンダー研究フォーラ 

 ム｣参加者補助金交付要綱 
 施行 

1994年 

平成６年 

◆国際人口開発会議（カイロ） 

行動計画採択 
「リプロダクティブ・ヘル 
ス/ライツ（性と生殖に関 

する健康/権利）」提唱 
◆国際家族年 

◆総理府に男女共同参画室、 

男女共同参画審議会、男女 
共同参画推進本部を設置 

◆「女子差別撤廃条約」実施

状況第２回及び第３回報告
審議 

◆｢男女雇用機会均等法｣改正 

◆高校家庭科の男女共修開始 
◆'94 アジア女性起業家会議 
◆｢婚姻制度等に関する民法 

改正要綱試案」法制審議会 
了承 

◆日本女性初の宇宙飛行士 

誕生（向井千秋） 

◆「ＤＥＩＧＯプラン 21」 

 推進地域協議会開催 
◆２代目女性副知事に 
東門美津子就任 

◆ＮＧＯフォーラム北京’95 
沖縄県実行委員会結成 

◆男女平等啓発誌「中学生の

ためのなぜなぜＢＯＯＫ」
発刊 

◆「働く那覇の女性たち」 

（女子労働実態調査）発刊 
◆女性室定数改正(室長･主査
３の計４人) 

◆那覇市女性行政推進委員会
設置（助役が会長､部長級で
構成） 

◆「那覇市審議会等委員への
女性登用促進要綱」制定 

◆「なは女性史証言集」発刊 

1995年 
平成７年 

◆第４回世界女性会議及びＮ
ＧＯフォーラム(北京)開催 

・ナイロビ将来戦略の評価 
と見直し 

・2000 年までの指針「行動 

綱領」（キーワードは「エ 
ンパワーメント」）と「北 
京宣言」を採択 

◆｢育児休業法｣を「育児休業・ 
介護休業法｣へ改正（介護休 

業制度の法制化） 
◆10 月を｢仕事と家庭を考え

る月間｣と定める 

 

◆県警交通部交通機動隊初の 
女性白バイ隊員採用 

◆９月の「米兵による少女暴 
行事件｣で女性たちの運動 
活発(｢強姦救援センター･ 

沖縄｣ＲＥＩＣＯ設置等) 

◆第４回世界女性会議（ＮＧ
Ｏフォーラム北京’95）参

加者ヘ補助支援 
◆第６回女性間題全国都市会 
議（県外 45 市・県内市町村 

から 170人参加）開催 

1996年 
平成８年 

◆ＲＳＣＡＰ主催「北京行動 
綱領実施のための女性の地 

位向上のためのナショナ 
ル・マシーナリー強化に関 
する地域会議」（ソウル） 

◆男女共同参画審議会｢男女
共同参画ビジョン｣を答申 

◆｢男女共同参画 2000 年プラ
ン｣策定 

◆「母体保護法」成立・施行 

◆男女共同参画推進会議（え
がりてネットワーク）発足 

◆県警、性犯罪捜査員として 
婦警を配置 

◆沖縄県女性総合センター 
｢てぃるる｣オープン 

◆牧志交番に女性相談所 

｢レディス･サポートコー 
ナー｣設置 

◆なは女性センターオープン    
（10 月１日） 

◆なは女性センター条例・規
則施行 

◆乳幼児健康支援デイサービ 

ス事業開始 

1997年 

平成９年 

 ◆「男女共同参画審議会設置

法」施行 
◆「介護保険法」成立 
◆「男女雇用機会均等法」 

改正 
◆「労働基準法」成立 
◆「育児・介護休業法の一部

を改正する法律」成立 

◆「男女共同参画社会の実現

をめざす沖縄県行動計画 
～ＤＥＩＧＯプラン 21～」
改定 

◆中国・四国・九州地区男女 
共同参画推進地域会議開催 

◆那覇市女性問題会議から答

申「第２次那覇市女性行動
計画策定に向けての提言｣ 

◆那覇市審議会等委員への女

性登用促進要綱第５条に係
る運用方針の制定 

◆小中学生による男女平等に

ついての作文集発行 
◆｢あけもどろ那覇女性の会｣
発会 

◆那覇市女性人材リスト要領
施行 
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年 代 世界の動き 国内の動き 県内の動き 那覇市の動き 

1998年 
平成 10年 

   ◆なは男女共同参画都市宣言 
（9月 28 日） 

◆第２次那覇市女性行動計画 
「なは男女平等推進プラン」
策定 

◆情報誌｢うない遊び｣編集 
委員会要領施行 

◆なは女性史(近代編）「なは･ 

女のあしあと｣発刊 

1999年 

平成 11年 

  ◆｢男女共同参画社会基本法｣ 

公布・施行 
◆｢改正男女雇用機会均等法｣ 
施行 

◆｢食料･農業･農村基本法｣ 
公布・施行(女性の参画の 
促進を規定) 

    

2000年 
平成 12年 

◆国連特別総会｢女性 2000 年
会議」（ニューヨーク）開催 

◆｢男女共同参画社会基本計 
画｣閣議決定 

◆｢ストーカー行為等の規制

等に関する法律｣施行 
◆｢児童虐待防止法｣公布・ 

施行 

◆｢介護保険法｣施行 

    

2001年 

平成 13年 

  ◆男女共同参画会議・男女共

同参画局の設置 
◆｢配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護に関する

法律｣施行 
◆第１回男女共同参画週間 
◆｢仕事と子育ての両立支援 

策の方針について｣閣議 
決定 

◆｢育児休業､介護休業等育児 

又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律の
一部を改正する法律｣施行 

  ◆県内初の女性助役誕生 

（伊藝美智子） 
◆なは女性史編さん事業終了 
◆総務部女性室から総務部 

男女共同参画室へ改称 

2002年 
平成 14年 

  ◆アフガニスタンの女性支援
に関する懇談会設置 

◆｢沖縄県男女共同参画計画 
(ＤＥＩＧＯプラン)｣策定 

◆那覇市女性問題会議等、固
有名詞の“女性”をすべて 

“男女共同参画”に名称変更 

2003年 
平成 15年 

  ◆｢女性のチャレンジ支援策
の推進について｣男女共同

参画推進本部決定 
◆｢少子化社会対策基本法｣ 
公布・施行 

◆第４回・第５回「女子差別 
撤廃条約」実施状況報告審
議 

◆｢次世代育成支援対策推進 
 法｣公布・施行 

◆「沖縄県男女共同参画推進 
条例」公布・施行 

◆「那覇市男女共同参画行政 
 推進委員会規定」施行 

◆第２次男女共同参画計画 
「なは男女平等推進プラン」 
改訂版発行 

2004年 

平成 16年 

  ◆｢配偶者からの暴力の防止 

及び被害者の保護に関する 
法律｣改正法 公布・施行 

    

2005年 
平成 17年 

◆第 49 回国連婦人の地位委 
員会「北京＋10」 
(ニューヨーク)開催 

 

◆「男女共同参画基本計画 
（第２次）」閣議決定 

◆「女性の再チャレンジ支援 

プラン」策定 
◆「育児休業､介護休業等育児 
又は家族介護を行う労働者 

の福祉に関する法律等の一 
部を改正する法律」施行 

 

◆「沖縄県男女共同参画審議 
 会規則」公布・施行 
◆「沖縄県次世代育成支援行 

動計画」策定 

◆「那覇市男女共同参画推進 
条例」施行 

◆「ドメスティック・バイオ

レンス（ＤＶ）被害者支援
のための庁内ネットワーク
会議要領」施行 
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年 代 世界の動き 国内の動き 県内の動き 那覇市の動き 

2006年 
平成 18年 

  ◆「国の審議会等における女 
性委員の登用の促進につ

いて」男女共同参画推進本
部決定 

◆「男女雇用機会均等法」 

改正 
◆「女性の再チャレンジ支援 
プラン」策定 

◆「沖縄県配偶者暴力防止及
び被害者支援基本計画」策

定 
◆｢女性問題懇話会｣廃止 
◆沖縄県女性総合センターの

名称変更と指定管理者制度
の導入 

◆｢男女共同参画行政推進 

本部｣設置 

◆総務部市長公室平和交流・ 
男女参画室を設置（組織改

変により市民平和交流室と
統合） 

◆なは女性センター10 周年 

 記念講演会開催 
 (講師：広岡守穂） 

2007年 

平成 19年 

  ◆「配偶者からの暴力の防止 

及び被害者の保護に関す 
る法律」改正法 公布 

◆「短時間労働者の雇用管理 

の改善等に関する法律｣ 
改正 

◆「子どもと家族を応援する 

日本」重点戦略とりまとめ 
◆「仕事と生活の調和（ワー 
 ク・ライフ・バランス）憲 

 章」及び「仕事と生活の調 
 和推進のための行動指針」 
 策定 

◆｢男女雇用機会均等法｣施行 

◆「沖縄県男女共同参画計画 

（後期）」策定 

◆那覇市男女共同参画会議か

ら答申「第３次那覇市男女
共同参画計画策定に向けて
の提言」 

2008年 
平成 20年 

 ◆｢配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護に関する

法律の一部を改正する法
律」施行 

 ◆那覇市審議会等委員への女 
性登用促進要綱の一部改正 

◆「第３次那覇市男女共同参 
 画計画」策定 

2009年 
平成 21年 

 ◆全国共通の番号による 
「ＤＶ相談ナビ」スタート 

◆内閣府｢女性首長大集合!｣

開催 

◆｢沖縄県次世代育成支援計 
画後期（おきなわ子ども・ 
子育て応援プラン）｣策定 

◆男女参画グループ設置 
◆那覇市ＤＶ被害者等生活支
援給付金給付事業 

2010年 
平成 22年 

◆第 54 回国連婦人の地位委 
員会「北京＋15」 

(ニューヨーク)開催 
 

◆「第３次男女共同参画基本 
計画」策定 

◆「仕事と生活の調和（ワー 
ク・ライフ・バランス）憲
章」及び「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」
改定 

◆｢沖縄県配偶者等からの 
暴力防止及び被害者基本 

計画｣改定 
◆｢男女共同参画社会づくり   
に関する県民意識調査｣ 

実施 

◆男女参画グループ組織改編 
（主幹・主査の計２人） 

2011年 
平成 23年 

◆ジェンダー平等と女性のエ
ンパワーメントのための国
際機関(ＵＮ Ｗｏｍｅｎ)

発足 

    ◆平和交流・男女参画室から 
 平和交流・男女参画課へ組 
織改編 

2012年 
平成 24年 

◆第 56 回国連婦人の地位委 
員会「自然災害における 

ジェンダー平等と女性の 
エンパワーメント」決議案 
採択 

◆「女性の活躍促進による 
経済活性化」行動計画策定 

◆女性活躍・子育て担当大臣
新設 

◆「子ども・子育て支援新制

度」成立 

◆｢第４次沖縄県男女共同参 
画計画 (ＤＥＩＧＯプラ 

ン)｣策定 

◆「那覇市配偶者等からの暴 
力の防止及び被害者支援に

関する基本計画」策定 

2013年 

平成 25年 

  ◆「配偶者からの暴力の防止 

及び被害者の保護等に関す
る法律」改正 

◆｢日本再興戦略｣の中核に

｢女性の活躍推進｣を位置付
け 

 

 
 
 

 
 
 

 

  ◆プライド・イベント「ピン

クドット沖縄」初開催（共
催事業） 
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年 代 世界の動き 国内の動き 県内の動き 那覇市の動き 

2014年 
平成 26年 

◆第 58 回国連婦人の地位委
員会「自然災害におけるジェ

ンダー平等と女性のエンパ
ワーメント」決議案採択 

◆内閣府「全ての女性が輝く 
社会作り本部」設置、担当

大臣として女性活躍担当大
臣新設 

◆首相官邸「輝く女性応援会

議」開催 
◆「少子化社会対策大綱」閣
議決定 

◆「次世代育成支援法」改正 
◆「男女雇用機会均等法施行
規則の一部を改正する省令

等」施行 

  ◆県都初・女性市長に 
城間幹子就任 

◆「なは市民協働プラザ条例」
公布 

◆「なは女性センター規則」 

公布 
 

2015年 

平成 27年 

◆第 59 回国連婦人の地位委

員会「北京＋20」 
(ニューヨーク)開催 

◆「第 4次男女共同参画基本 

計画」策定 
◆「子ども・子育て支援法」 
改正 

◆｢男女共同参画社会づくり 

に関する県民意識調査｣実施 

◆市立中学全 17 校で「思春期

の心と体のための意識啓発
事業」ＣＡＰプログラム 
実施 

◆｢性の多様性を尊重する都
市･なは｣宣言(通称・レイン
ボーなは宣言)発表 

（7月 19 日） 

2016年 
平成 28年 

◆「第 1 回東アジア家族・男
女共同参画担当大臣フォー

ラム」（バンコク）開催 

◆「女性の職業生活における 
活躍の推進に関する法律 

（女性活躍推進法）」施行 
◆｢男女雇用機会均等法｣改正 
（妊娠・出産等に関するハ

ラスメント防止措置を適切
に講じなければならない） 

◆「第５次沖縄県男女共同 
参画計画（ＤＥＩＧＯプラ 

ン）」策定 
◆沖縄県特定事業主行動計画   
「県職員の女性活躍推進及 

び仕事と子育て両立支援プ 
ラン」策定 

◆那覇市｢パートナーシップ
登録｣制度開始（7月 8 日） 

◆琉球大学法科大学院と「性
の多様性の尊重に関する連
携・協力に関する協定」締

結 
◆センター開設 20 周年記念
事業「レインボーなは 性

の多様性を尊重するまちづ
くり」 
講師:サブリナ･シズエ･マッケ

ナ(ハワイ州最高裁判所判
事) 

2017年 
平成 29年 

◆先進国首脳会議（Ｇ７） 
「ジェンダー平等のための  
ロードマップ」採択 

◆「刑法の一部を改正する法 
律」成立・施行 
（1.強姦罪の強制性交等罪

への変更等、2.性犯罪の非
親告罪化、3.監護者による
性犯罪に関する規定の新

設、4.強盗強姦罪の構成要
件の見直し、5.性犯罪に関
する法定刑の引き上げ） 

  ◆「第４次那覇市男女共同参
画計画への提言について」
諮問 

◆教育委員会が「学校におけ
るＬＧＢＴへの配慮に関す
る指針」策定 

◆「那覇市男女共同参画研修 
参加費補助金」事業開始 

2018年 
平成 30年 

 ◆「政治分野における男女共 
同参画の推進に関する法
律」公布・施行 

 ◆市立の全小中学校（53 校）
で「男女混合名簿」導入 

2019年 
令和元年 

 ◆「女性活躍推進法の一部を 
改正する法律」成立 

◆沖縄県平和援護・男女参画 
課から｢女性力･平和推進

課｣へ改称 

◆「第４次那覇市男女共同参
画計画への提言について」

答申 
◆男女参画グループ定数改正 
（担当副参事・主幹・主査の 

計３人） 
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10 
 

10 那覇市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

１．調査の目的 
 

那覇市は、平成 10年に「なは男女共同参画都市宣言」、平成 17年に「那覇市男女共同参画推進条例」

を制定し、平成 20年度から「第３次那覇市男女共同参画計画（以下、「現行計画」）」に基づき、様々な

施策に取り組んできた。平成 29 年度は現行計画の最終年度を迎えるにあたり、「第４次那覇市男女共

同参画計画（以下、「本計画」）」策定に向けた取り組みも進めてきた。 

平成 28年に女性活躍推進法が施行され、男女共同参画社会の実現に向けた女性の社会進出の支援や、

子育て支援等において企業の役割が期待されている。 

本計画の策定にあたり、事業者の男女共同参画に関する意識や実態、期待されるニーズ等の把握とと

もに、施策策定の基礎として活用することを目的に、調査を実施した。 
 

２．調査の内容 
 

① 調査対象：20代～70代の市民 男女 3,000人 

② 調査期間：平成 29年 10月５日（木）～11月 20 日（月）まで 

③ 調査方法：郵送による配布・回収 

④ 回収状況： 

 

 

 

 回答者の性別・年代別構成比 
  

 （人） 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 無回答 合計 

全体 （％）  13.6 18.4 21.5 16.3 16.2 13.6 0.6 100.2 

男性 （％） 460 13.3 15.4 27.8 15.7 16.5 10.7 0.7 100.1 

女性 （％） 605 13.9 20.7 16.7 16.7 16.0 15.5 0.5 100.0 

その他（％） 2 － 50.0 50.0 － － － － 100.0 

無回答（％） 3 － － － 33.3 － 66.7 － 100.0 

実数 （人） 1,070 145 197 230 174 173 145 6  

       

※構成比は、小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも 100 とならない。 

 

⑤ 調査項目 

 

 

 

 

配布数 有効回収数 有効回収率 

3,000 件 1,070 件 35.6％ 

・男女平等に関する意識について     ・家庭生活について 
・仕事について             ・老後の生活について 
・配偶者等からの暴力について      ・性の多様性について 
・男女共同参画社会について 
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11 
 

11 那覇市男女共同参画に関する事業所意識調査 

 

１．調査の目的 

 

那覇市は、平成 10年に「なは男女共同参画都市宣言」、平成 17年に「那覇市男女共同参画推進条例」

を制定し、平成 20年度から「第３次那覇市男女共同参画計画（以下、「現行計画」）」に基づき、様々な

施策に取り組んできた。平成 29 年度は現行計画の最終年度を迎えるにあたり、「第４次那覇市男女共

同参画計画（以下、「本計画」）」策定に向けた取り組みも進めてきた。 

平成 28年に女性活躍推進法が施行され、男女共同参画社会の実現に向けた女性の社会進出の支援や、

子育て支援等において企業の役割が期待されている。 

本計画の策定にあたり、事業者の男女共同参画に関する意識や実態、期待されるニーズ等の把握とと

もに、施策策定の基礎として活用することを目的に、那覇市内事業者を対象に調査を実施した。 

 

２．調査の内容 

 

① 調査対象：那覇商工会議所加盟企業 1,000社 

② 調査期間：平成 29年 10月５日（木）～11月 20日（月）まで 

③ 調査方法：郵送による配布・回収 

④ 回収状況： 

 

 

 

⑤ 調査項目 

・事業所での女性も男性も対等に活躍できる環境づくりに向けた取り組みについて 

・事業所において、男女共に働いていくための女性にとっての課題について 

・「ポジティブ・アクション」について 

・職場環境や風土の改善や、男女共同参画社会形成への取り組みについて 

・ハラスメント（セクハラ、パワハラ、マタハラ、アルハラ）や、その対応等について 

・各種休業制度の規定の有無や職員の取得実績や制度の利用等について 

・ＬＧＢＴを含む性的マイノリティ等に対する取り組みについて 

・女性の社会進出について 

・男女共同参画社会の実現を目指すうえで、必要な制度等について 

・その他 

配布数 有効回収数 有効回収率 

1,000 件 312 件 31.2％ 
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